正徳保育園　重要事項説明書

　保育の提供の開始にあたり、当園があなたに説明すべき内容は、次のとおりです。

１　施設運営主体
	名　　　称
	社会福祉法人　正徳福祉会

	代　表　者
	理事長　白坂　芳春

	法人の住所
	鹿屋市　串良町　岡崎３４４５－２

	電 話 番 号
	０９９４―６３―２１８６



２　利用施設
	施設の種類
	保育所

	施設の名称
	正徳保育園

	施設の所在地
	鹿屋市　串良町　岡崎３４４５－２

	連絡先
	電話番号　　０９９４―６３―２１８６
ＦＡＸ　　　０９９４―６３―２１８１

	管理者
	園長　　白坂　拓人

	対象児童
	児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保育を必要とする小学校就学前児童

	利用定員
	満３歳以上の児童　　　　　　　　　　　　　　２０人
満１歳以上満３歳未満の児童　　　　　　　　　２６人
満１歳未満の児童　　　　　　　　　　　　　　　４人

	認可年月日
	　昭和５６年８月１１日

	事業所番号
	４６２０３５１００００８９



３　サービスの目的・運営方針
　正徳保育園（以下「当園」という。）は、以下の運営方針に基づき、保育を必要とする児童を日々受け入れ、保育を行うことを目的とします。

　憲法・児童福祉法・児童憲章・保育指針の趣旨にのっとり、全職員の親和協力と家
庭地域社会との連携のもとに、入所児童の年齢に即した人格形成と健全な心身の発達を図り、強く、明るく、すなおな児童を育成する。



４　当園における施設・設備等の概要
（１）施　設
	敷　　地
	敷地全体
	1401.21㎡

	
	園　　庭
	912.65㎡

	園　　舎
	構　　造
	鉄筋コンクリート造

	
	延べ面積
	　381.66㎡

	
	構　　造
	　木造

	
	延べ面積
	25.15㎡



（２）主な設備
	設　　備
	部屋数
	備　　考

	乳児室
	１室
	

	ほふく室
	１室
	

	保育室
	４室
	

	
	
	

	
	
	

	調理室
	１室
	

	医務室
	１室
	

	事務室
	１室
	

	乳児用トイレ
	１室
	

	幼児用トイレ
	１室
	



５　職員体制　　　　
	職　　種
	員　　数
	
	

	園　　　長
	１
	
	

	主任保育士
	１
	
	

	保　育　士
	５～１０
	児童数により増減
	

	准 看 護 士
	１
	児童数により増減
	

	保 育 補 助
	１～３
	児童数により増減
	

	調　理　員
	２
	児童数により増減
	

	事　務　員
	１～２
	
	

	学　　　童
	２
	
	


　


６　保育を提供する日
　保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとします。
　ただし、年末年始（１２月２９日から１月３日）及び祝祭日は休園となります。
　また、感染症流行時、警報発令時等には、休園することがあります。



７　保育を提供する時間
　保育を提供する時間は、次のとおりです。
	保育標準時間認定
	保 育 時 間
	午前７時から午後６時まで

	
	延長保育時間
	午後６時１分から午後６時３０分まで

	保育短時間認定
	保 育 時 間
	午前９時から午後５時まで

	
	延長保育時間
	午前７時から午前８時５９分まで
午後５時１分から午後６時３０分まで


　（延長保育の利用に当たっては、市町村にお支払いいただく通常の保育料の他に、別途利用者負担が必要になります。）


８　提供する保育等の内容
　当園は、保育所保育指針を踏まえ、以下の保育その他の便宜を提供します。
（１）特定保育・保育の提供
　　　上記７に記載する時間において、保育を提供します。



９　食事の提供方法等について
（１）食事の提供方法
　　　自園調理
（２）食事の提供を行う日
　　　保育を提供する日は、毎日食事の提供を行います。
　　　行事等に併せてお弁当の持参をお願いする日があります。
　　　献立表は毎月お便りで別途お知らせします。
　　　食物アレルギー等、体質に合わない食材があればご相談ください。その際は、医師による診断書の提出が必要です。除去食及び代替食で対応しています。
　　　児童の年齢に応じ、以下の時間帯に食事の提供を行います。

	
	午前間食
	昼食
	午後間食
	備考

	０歳児
	９時３０分頃
	１１時頃
	１５時頃
	

	１歳児
	９時３０分頃
	１１時頃
	１５時頃
	

	２歳児
	９時３０分頃
	１１時頃
	１５時頃
	

	３歳児
	
	１１時３０分頃
	１５時頃
	

	４歳児
	
	１１時３０分頃
	１５時頃
	

	５歳児
	
	１１時３０分頃
	１５時頃
	


（３）その他の栄養管理
　　　調理従事職員、調乳職員の検便検査（1カ月に1回）を始めその他職員の健康管理を実施しています。
　　　給食会議を開催し、献立表、食物アレルギー対応の検討等実施しています。

１０　利用料金
　（１）特定教育・保育に係る利用者負担（保育料）
　　　　支給認定を受けた市町村に対し、当該市町村が定める保育料をお支払いいただきます。
　（２）保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等
　　　　（１）に掲げる保育料のほか、別表に掲げる費用を負担していただきます。
　（３）自主事業の利用料金
　　　　ご希望により、当園が行う別表に掲げる自主事業を利用される場合は、利用料金をいただきます。
　　　※お支払方法については、別途お知らせします。

１１　利用の終了について
　　当園では、以下の場合には保育の提供を終了いたします。
　　（１）子ども・子育て支援法第１９条第２号及び第３号に規定する小学校就学前子どもの区分に該当しなくなったとき
　　（２）利用子どもの保護者から当園の利用に係る取消しの申出があったとき
　　（３）市が当園の利用継続が不可能であると認めたとき
　　（４）その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき
　　





１２　嘱託医
　　当園は、以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。
　　（１）内科
	医療機関の名称
	医療法人　青仁会　池田病院

	理事長（院長）名
	池田　徹

	所在地
	鹿屋市祓川町1830

	電話番号
	0994-43-3434


　　（２）歯科
	医療機関の名称
	医療法人　青仁会　池田病院

	歯科医師名
	渕田　亜沙子

	所在地
	鹿屋市祓川町1830

	電話番号
	0994-43-3434



１３　緊急時の対応
　　お預かりしている園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、保護者の指定
　する医療機関及び緊急連絡先等へ速やかに連絡を行います。

１４　非常災害時の対策
	非常時の対応
	別途に定める、消防計画書により対応いたします。

	
防災設備
	・消火器　４基　　
・自動火災報知機
・ガス漏れ警報器
・その他、防炎カーテン

	避難・消火訓練
	避難・消火訓練は、毎月１回以上実施します。



１５　賠償責任保険の加入
　　当園では以下の保険に加入しています。
	保険の種類
	ほいくのほけん

	保険の内容
	園児賠償責任保険
保育者賠償責任特約
初期対応費用特約
園児団体傷害保険





１６　人権擁護、虐待防止のための措置に関する事項
　　職員による園児の人権擁護、虐待防止のため、以下の措置を講じます。
　（１）年に１回以上、職員に対して人権擁護、虐待防止研修を実施
　（２）責任者の設置
　（３）虐待防止マニュアルの作成、運用

１７　相談・要望・苦情等に関する事項
　（１）当園では、相談・要望・苦情等に関する窓口を以下のとおり設置しています。
	当園相談窓口
	・窓口担当者　　白坂真知子
・ご利用時間　　7：00　～　18：00
・電話番号　　　0994-63-2186
・ＦＡＸ　　　　0994-63-2181
担当者が不在の場合には、当園職員までお申し出ください。

	第三者委員
	戸口田　勝　　☎090-1162-0645

	
	福元　健　　　☎090-9580-1726

	
	永射　強　　　☎090-5295-9199



（２）行政機関の窓口
	鹿屋市
子育て支援課
	・ご利用時間　　8：30　～　17：30
・電話番号　　　0994-43-2111
・ＦＡＸ　　　　0994-42-2001

	鹿児島県大隅地域振興局
地域保健福祉課
指導監査係
	・ご利用時間　　8：30　～　17：00
・電話番号　　　0994-52-2125
・ＦＡＸ　　　　0994-52-2120



１８　当園におけるその他の留意事項
　　①保護者会活動を行っています。





当園における保育の提供を開始するに当たり、本書面に基づき重要事項の説明を行いま
した。


　保育園名　　　：　正徳保育園

　説明者職氏名　：　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　印



私は、本書面に基づき正徳保育園の利用に当たって重要事項の説明を受け、同意しまし
た。

令和　　　年　　　月　　日

保護者住所　　：　

児童氏名　　　：

保護者氏名　　：　　　　　　　　　　　　　　　　印

児童から見た続柄　：














（別表）
１　保育提供に要する実費に係る利用者負担金
	項　　目
	金　　額

	スポーツウェア（上下）
	2800円～3500円

	帽子
	1900円～1500円




２　延長保育に係る利用者負担
	項　　目
	金　　額

	延長保育
	１回につき　100円


　定められた保育時間（保育標準時間の場合は午前7時00分から午後6時00分　　　保育短時間の場合は、午前9時00分から午後5時00分）を超えて利用した場合は、延長保育となります。
また、午後の延長保育は6時から6時30分までの30分間となります。
31分を過ぎてのお迎えの場合はプラス500円となります。


３　副食費
	項　　目
	金　　額

	副食費　　１人あたり
	１カ月　4900円　


主食費は持ち込みの為無料となります。
４月１日時点の年齢が３歳以上の子どもに対し上記の金額を徴収いたします。
副食費免除対象者は対象外となります。
　途中入所者は入所日以降の開所日×２２０円（上限４９００円）
　また、副食費は毎月１日の銀行引き落としで行います。

